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        様  

 

こ の た び は 、 当 施 設 に ご 入 居 い た だ き ま し て 、 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。

ご 契 約 が 成 立 し た こ と に よ り 、 ご 入 居 者 の 方 に 、 次 の 事 項 に つ い て ご 説 明 い

た し ま す。  

 

 

1 経 営 者 の 名 称 及び 主 た る 事 務 所 の所 在 地 等  

 

（ １ ） 施設 経 営 法 人  

＜ 法 人 名＞   社 会 福 祉 法人   砥 部 寿 会  

＜ 代 表 者＞   理 事 長   菅 原  哲 雄  

＜ 設  立＞   平 成   ６ 年  ３ 月 １ ６ 日  

 

（ ２ ） 事業 所 の 概 要  

事 業 所 の種 類  軽 費 老 人ホ ー ム  ケ ア ハ ウス  

事 業 所 名 ケ ア ハ ウス  砥 部 オ レ ン ジ荘  

所 在 地 
〒 791-2132 愛 媛 県 伊 予 郡砥 部 町  

   大南 2267番 地  

電 話 番 号 ０ ８ ９ －９ ６ ２ － ７ ８ ２ ０  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０ ８ ９ －９ ６ ２ － ７ ８ ２ ２  

施 設 長 菅原  哲雄  

営 業 日 年 中 無 休 

受 付 時 間 午 前 ８ 時３ ０ 分  ～  午 後５ 時 ３ ０ 分  

開 設 年 月 平 成  ７年  ４ 月  １ 日  

 

２  提 供 す る 各 種 サ ー ビ ス  

 

●  当 施設 は ご 契 約 者 に 対し て 、 以 下 の サ ービ ス を 提 供 し ま す。  

（ １ ） 生活 相 談 及 び 助 言  

（ ２ ） 食事 の 提 供  

（ ３ ） 入浴 の 準 備  

（ ４ ） 緊急 時 の 対 応  

（ ５ ） 夜間 の 管 理 体 制  

（ ６ ） 介護 保 険 サ ー ビ ス 等の 利 用  

（ ７ ） 保健 衛 生  

（ ８ ） 利用 者 の 活 動 へ の 協力  

（ ９ ） そ の 他 、 県 が 定 め る 「 愛 媛 県 軽 費 老 人 ホ ー ム の 整 備 及 び 運 営 に  

関 す る 基準 を 定 め る 条 例 」に 基 づ き 、 必 要 とす る サ ー ビ ス  

 

●  提 供方 法 に つ い て は 、別 途 、 管 理 規 程 にお い て 定 め て い ます 。  



 ３ 

 

 

３  提 供 サ ー ビ ス の 利 用 料 等  

 

●  ご 契約 者 が 、 お 支 払 にな る 利 用 料 金 及 び支 払 方 法 は 以 下 のと お り と な  

り ま す 。     

（ １ ） 生 活 費 、 サ ー ビ ス の 提 供 に 要 す る 費 用 、 ご 契 約 者 が 居 室 に お い て

使 用 す る 電 気 料 金 及 び 付 加 的 サ ー ビ ス （ 入 居 者 が 希 望 す る ケ ー キ

等 嗜 好 品 ） に 要 し た 費 用 な ど を 合 算 し た 料 金 を お 支 払 い 頂 き ま す 。  

 金  額     摘  要  

生 活 費 ￥ 46,334-  

冬期加算 ￥ 1,970- 11月 か ら 3月 ま で  

事  務  費  ￥  前 年 の 所得 に よ る 。  

室  料  ￥ 8,000-  

電 気 実  費  従 量 電 灯Ａ 料 金  

そ の 他 実  費  希 望 す る嗜 好 品 等  

合 計    

 

（ 4月 か ら 10月 ）  

●  利 用料 金 (生活 費 ＋ 事 務費 +室 料 )     円 ＋ 電 気 料 金 及び そ の 他  

    

（ 11月 から 3月 ）  

●  利 用 料 金 (生 活 費 ＋ 冬 季 加 算 ＋ 事 務 費 +室 料 )      円 ＋ 電 気 料 金

及 び そ の他  

（ １ ） 生活 費 等 の 利 用 料 金は 、 管 理 規 程 『 別表 』 に 定 め て お りま す 。  

  （ ２） 利 用 料 金 等 は 、 県 の 改 正 に 準 じ て、 見 直 し ま す 。  

（ ３ ） お支 払 い は 、 前 月 分を 当 月 の 末 日 ま でに お 支 払 頂 き ま す。  

（ ４ ） 口座 振 替 の 場 合 は 、口 座 振 替 指 定 日 とい た し ま す 。  

 

●  利 用 料 金 の 内 、 事 務 費 は 、 契 約 締 結 時 及 び 入 所 後 毎 年 の 事 務 費 改 定 時

に 、 速 や か に 収 入 申 告 書 及 び 収 入 ・ 支 出 に つ い て の 挙 証 書 類 を 施 設 長

に 提 出 して 頂 き ま す 。 審 査の 上 、 事 務 費 の 改定 を 行 い ま す 。  

 

●  利 用 料 の 内 、 生 活 費 は 、 ご 契 約 者 が 、 入 院 あ る い は 他 施 設 に 入 所 し た

場 合 は 、 生 活 費 （ 月 額 食 材 費 を 当 月 の 日 数 の 日 割 り 計 算 で 得 た 日 額 食

材 費 に 入 院 日 数 を 乗 じ た も の ） を 減 額 ま た は 免 除 し ま す 。 こ の 場 合 、

ご 契 約 者は 入 院 を 証 明 す る書 類 を 施 設 長 に 提出 し て 頂 き ま す 。  

 

 

 



 ４ 

４  サ ー ビ ス の 提供 期 間  

 

●  サ ー ビ ス の 提 供 期 間 は 、 契 約 を 締 結 し た 日 か ら と し ま す が 、 契 約 が 解

除 さ れ ない 限 り 、 同 じ 条 件で 更 新 し ま す 。  

 

 

５  苦 情 処 理 の 受付 に つ い て  

 

●  当 施設 で は 、 苦 情 を 受け 付 け る 窓 口 を 設置 し て い ま す 。  

（ １ ） 苦情 窓 口   担 当 者： ケ ア ハ ウ ス 主 任 又 は ケ ア ハ ウ ス 施設 長  

（ ２ ） 受付 時 間   午 前 9時 00分 から 午 後 5時 00分  

但 し 、 緊急 の 場 合 等 、 こ の限 り で は な い 。  

 

 

  軽 費 老 人 ホ ー ム （ ケ ア ハ ウ ス ） へ の 入 居 に 際 し 、 本 書 面 に 基 づ き 重 要 事

項 の 説 明を 行 い ま し た 。  

 

  事 業 所 名  軽 費 老 人 ホ ー ム （ケ ア ハ ウ ス ） 砥 部オ レ ン ジ 荘  

 

  説 明者 職 員              印  

 

 

 私 は 本書 面 に 基 づ い て 事業 者 か ら 重 要 事 項の 説 明 を 受 け 、 軽費 老 人 ホ ー ム  

 （ ケ アハ ウ ス ） へ の 入 居に 同 意 し ま し た 。  

 

  利 用者 住 所  

 

  氏    名                  印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


